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平成 27 年度事業報告概要              京都市やましな学園（生活介護事業） 

 
今年度は、ご利用者・ご家族にとって変化の多い一年であった。課題としては、ご家族の病気などに

よる長期の入院や主たる介護者であるご家族の逝去による長期のショートステイ利用が続くなど、長期

欠席となるケースが目立った。そのため、平均通所人数は、昨年度の 32人を切り、31.63 人にとどまり、

通所率もぎりぎり 90 パーセントを超えることができた状態である。当該ご利用者については、長期の

ショートステイであっても、日中の活動として学園を利用することで精神的な安定に繋がったと思われ

るが、ご家庭の介護力の低下により学園の利用が出来なくなる問題については、関係機関と連携を図り

ながら、できるだけスムーズな移行を支援していけたらと考える。 
工賃支給額の増額については、ご利用者の描かれた絵を使用したクリアファイルを作成して販売した

り、すこやかファームの野菜販売が昨年度比 2倍を達成したりしたが、突発的な破断機（シュレッダー）

の修理等に経費がかさんだこともあり、前年度の収入を上回ることができず工賃単価を増額するまでに

は至らなかった。 
毎年継続的に、ラクト地下ギャラリーにおいて開催している絵画展 
から発展させることを考え、3月に「ひと・まち交流館京都」にお 
いて絵画展を開催した。いつもと違う本格的なギャラリーでの展示 
をすることができ、来訪者にはご好評をいただくことができた。 
 
① 年間利用状況 

事業日数 定員 在籍人数 実利用人数 1 日当たり 利用率 

243 日 35 名 36 名 7,686 名 31.6 人 90.4％ 

 

②利用者程度区分 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

0 0 3 15 15 3 36 

 

③職種別職員数 

区分 管理者 サービス 

管理責任者 

支援員 事務員 栄養士 嘱託医 計 

常勤職員 1(兼務) 2 6 1(兼務) 1(兼務)  11 

非常勤職員   3   1 4 

④生産活動事業収支

 

⑤事故・苦情 

利用者にかかる事故 0 件 

運転事故 物損事故 2 件 人身事故 0 件 

苦情 なし 
 

26 年度 収入 必要経費 工賃 収支差額 平均支払工賃額 

受託事業 539,270 222,658 470,483 ▲153,871  

 

1,658 円 

 

自主製品 304,120 311,300 130,279 ▲137,459 

清掃事業 72,000 0 38,808 33,192 

その他（販売他） 359,571 4,999 41,830 312,742 

合計 1,274,961 538,957 681,400 54,604 
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平成 27 年度事業報告概要                 京都市やましな学園(就労継続 B 型事業) 
 
中長期経営計画にも掲げていた、施設外就労先を開拓する課題は、関西ビルサービス株式会社様から

の区役所清掃および、株式会社徳久グッドビズリースキンちゅら様からのレイク清掃の両社からのご依

頼により、活動のステージを与えられることとなった。 
特に区役所清掃においては、一般市民の前での清掃作業は、１年間を通して様々な体験をもたらすこ

ととなり、その責任感の重さと比例して、ご利用者のやりがいに繋がり、社会人としての意識が醸成さ

れ、大きな成果を得ることができた。 
一方で、今年度の運営体制を省みるとき、法制度に対応するために計画相談支援事業の新規立ち上げ

をしたことや、施設外就労を受託することで、職員が分散して支援を行わねばならず、体制的に余裕を

失うなか、職員集団として疲弊し様々な歯車がくるい始めたことで、職員間の人間関係において、コン

プライアンスに抵触する事態を招いたことは誠に遺憾である。次年度に向けては、支援現場の体制を補

強しながら、就労継続支援Ｂ型と生活介護の両事業を合わせて運営体制を見直し、職員間でしっかりと

協議を図りながら風通しの良い職場作りに取り組むことで、安心・信頼のサービス提供に努めたい。 
 
① 年間利用状況 

事業日数 定 員 在籍人数 実利用人数 1 日当たり 利用率 
243 日 20 人 22 人 5,288 人 23.0 人 108.8％ 

 
② 職種別職員数 

区分 管理者 ｻｰﾋﾞｽ管

理責任者 
職業 

支援員 
生活 

支援員 
目標工賃達

成指導員 
事務員 栄養士 嘱託医 

配置人数 1 2 7 1 2 1(兼務) 1(兼務) １ 
常勤換算 0.5 1 4.1 1 1.1 － － － 
 

③ 生産活動事業収支 

27 年度 収入 必要経費 収支差額 工賃支払額 工賃変動積立金 

受託事業 1,864,182 447,292 1,416,890 

4,118,615 305,462 清掃事業 3,535,372 1,376,354 2,159,018 

その他の事業(朝市・焼き芋他) 3,615,964 2,767,795 542,707 

合   計 9,015,518 4,591,441 4,424,077 4,424,077 

 

④ 工賃支払状況 

 27 年度 前年度比 

総支給額 4,118,615 98.8% 

工賃支払対象者延べ人数 274 97.5% 

1 人当たりの 支給月額 15,031 101.3% 

 
⑤ 事故・苦情 

 

事故 物損事故：0 件 人身事故：0 件 
苦情  なし 
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京都市だいご学園（就労移行支援事業／就労継続支援Ｂ型事業） 

２７年度概要 
就労移行では新しく一年間を通して取り組んだプログラム「座学」をトピックスとしてあげることができ

る。午前中は施設外就労先である高齢者施設での清掃作業をチームでしっかりとやりきり、昼からはそれぞ

れの課題に向きあって様々な学びの時間を作った。ひとりひとりの特性を見つめつつしっかりとアセスメン

トに時間をかけ、トライアル雇用を含め５名の方が企業就労に結び付いた。 
 就労継続支援 B 型事業については安定した一年となった。スーパーへの卸が減り売り上げは右肩下がりと

なっているが、販売チャネルを大学生協や直販にシフトすることにより、結果的には純利益を昨年の３倍に

引き上げることができ、新たに４名の利用者も迎えたが、全員の年間工賃の引き上げに貢献することができ

た。他にも施設外就労をうまく加えながら一人一人が学園にとってなくてはならない存在として自覚を持っ

て仕事ができた。また今年度最大のトピックスとしては「だいご学園」という新しいブランドを立ちあげた

ことである。このブランドには、「ありのまま」の私たちに「今できる精一杯」で前進していこうという願い

を込めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 年間利用状況〈就労移行事業〉 

稼働日数 定員 登録人数（３月時点） 通所述人数 一日当たり 利用率 
２６３日 ６人 ８人 １，７１６人 ６．６人 １０９％ 

〈就労継続支援Ｂ型事業〉 
稼働日数 定員 登録人数（３月時点） 通所述人数 一日当たり 利用率 
２８５日 ２４人 ２８人 ６，０３０人 ２１，２人 ８８％ 

 
職種別職員数 〈就労移行支援事業〉          〈就労継続支援Ｂ型事業〉 

 常勤 非常勤 常勤換算 
園長 １（兼）   

サービス管理 
責任者 

１（兼）   

就労支援員 １  １ 
職業指導員 １）   １ 
生活支援員 １（兼） １ ０．６ 
嘱託医  １  

管理栄養士 １（兼）   
合 計   ２．６ 

                           
 
収入合計 １８，５１５，８８７ 
支出合計 １７，４３２，５１９ 
差 額 １，０８３，３６８  

工賃総支給額 ５，９６０，９３７ 
（移行）月平均支給額／１人 １０，５０５ 
（継続 B）月平均支給額／１人  １６,７５２ 

 

 ④工賃支払状況 
③授産事業の収支等（全体） 

 常勤 非常勤 常勤換算 
園長 １（兼）   

サービス管理 
責任者 

１（兼）   

職業指導員 ４  ４ 
生活指導員 ２ １（１兼） ２．７ 
目標工賃達成指導員  ２  
嘱託医  １  

管理栄養士 １（兼）   
合 計   ６．７ 
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  社会福祉法人京都身体障害者福祉センター 
定  款 

 
第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を

尊重して、総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつ

つ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会にお

いて営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

 

第二種社会福祉事業 

(1) 身体障害者福祉センター事業 

ア 京都市洛南身体障害者福祉会館の指定管理 

イ 京都市山科身体障害者福祉会館の指定管理 

(2) 障害福祉サービス事業 

 ア 京都市洛南身体障害者福祉会館（生活介護・就労継続支援Ｂ型）の指定管理 

 イ 京都市山科身体障害者福祉会館（生活介護）の指定管理 

ウ 京都市伏見障害者デイサービスセンターの指定管理 

 エ 京都市山科障害者デイサービスセンターの指定管理 

オ 京都市洛南障害者授産所の指定管理 

 カ 京都市伏見障害者授産所の指定管理 

 キ 京都市山科障害者授産所の指定管理 

ク 京都市ふしみ学園の指定管理 

 ケ 京都市やましな学園の指定管理 

コ 京都市だいご学園の指定管理 

 サ 京都いたはし学園の経営 

 シ 洛南障害者デイサービスセンター「あすなろ」の経営 

 ス 生活サポートセンター「ほっと」、「らいと」の経営 

 セ ケアホーム「つかもり荘」、「ふしみ寮」の経営 

(3) 障害児通所支援事業 

放課後等デイサービス「らいと」の経営 

(4) 相談支援事業 

ア 京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」の受託 

イ 京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」の受託 

(5) 一般相談支援事業の経営 

(6) 特定相談支援事業の経営 

(7) 障害児相談支援事業の経営 

(8)  移動支援事業 

生活サポートセンター「ほっと」、「らいと」の経営 
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(9) 身体障害者の更生相談に応ずる事業 

(10) 知的障害者の更生相談に応ずる事業 

 

（名 称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人京都身体障害者福祉センターという。 

 

（経営の原則） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の

向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を京都市南区吉祥院西定成町３５番地に置く。 

 

第２章 役員及び職員 

（役員の定数） 

第５条 この法人には、次の役員を置く。 

（１）理 事  ６名 

（２）監 事  ２名 

２ 理事のうち１名は、理事の互選により、理事長となる。 

３ 理事長は、この法人を代表する。 

４ 理事のうち１名を、理事の互選により、副理事長とする。 

５ 副理事長は、理事長を補佐する。 

６ 理事のうち１名を、理事の互選により、常務理事とする。 

７ 常務理事は、理事長の命をうけて、この法人の常務を処理する。 

８ 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のう

ちに１名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 

 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

３ 理事長、副理事長及び常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。 

 

（役員の選任等） 

第７条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。 

２ 監事は、評議員会において選任する。 

３ 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができな

い。 
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（役員の報酬等） 

第８条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみ

に 

よっては、支給しない。 

２ 役員には費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（理事会） 

第９条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業

務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

２ 理事会は、理事長がこれを招集する。 

３ 理事長は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会

の招集を請求された場合には、その請求のあった日から１週間以内にこれを招集しなければなら

ない。 

４ 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 

５ 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができ

ない。 

６ 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項につ

いての意思を表示した者は、出席者とみなす。 

７ 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、

理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

８ 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ

ない。 

９ 議長及び理事会において選任した理事２名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びそ

の結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 

 

（理事長の職務の代理） 

第 10 条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、副理事長が、理事長及び副理事長ともに事

故あるとき、又は欠けたときは、常務理事が、理事長、副理事長及び常務理事ともに事故あると

き、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理す

る。 

２ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会におい

て選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 

 

（監事による監査） 

第 11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。 

２ 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び京都市長に報告するものと

する。 
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３ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見

を述べるものとする。 

 

（職 員） 

第 12条 この法人に、職員若干名を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長（以下「施設長」という。）及び重要な人事は、理事会の議決

を経て、理事長が任免する。 

３ 施設長及び重要な人事以外の職員は、理事長が任免する。 

 

第３章 評議員及び評議員会 

（評議員会） 

第 13条 評議員会は、１３名の評議員をもって組織する。 

２ 評議員会は、理事長が招集する。 

３ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評

議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しなけ

ればならない。 

４ 評議員会に議長を置く。 

５ 議長は、その都度評議員の互選で定める。 

６ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができな

い。 

７ 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

８ 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることが

できない。 

９ 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会の議事について議事の経過の要領

及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 

10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみ

によっては、支給しない。 

 

（評議員会の権限） 

第 14条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 

（２）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（３）定款の変更 

（４）合 併 

（５）解 散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。） 

（６）解散した場合における残余財産の帰属者の選定 

（７）その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 
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２ 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則としてあらかじめ評議員会の意

見を聴かなければなければならない。 

 

（同 前） 

第 15 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、

役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。 

 

（評議員の資格等） 

第 16 条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成

して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。 

２ 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が３名を

超えて含まれてはならない。 

 

（評議員の任期） 

第 17条 評議員の任期は２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

第４章 資産及び会計 

（資産の区分） 

第18条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の３種とする。 

２ 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。 

  （１）現 金  １ ,３００ ,０００円 

  （２）京都市伏見区西大黒町１０３５番地１４、所在の京都いたはし学園菓子工房敷地 

（７４．８４㎡） 

  （３）京都市伏見区西大黒町１０３５番地１４（家屋番号１０３５番１４の２）、所在の鉄骨造

合金メッキ鋼板ぶき３階建て京都いたはし学園菓子工房 建築物１棟（１１４．３９㎡） 

  （４）京都市伏見区桝形町４３５番１、所在の京都市ふしみ学園分室、生活サポートセンター「らいと」 

及びケアホームふしみ寮敷地（３０６．０８㎡） 

（５）京都市伏見区桝形町４３５番地１（家屋番号４３５番１の１）、所在の木造セメントかわらぶき  

２階建て京都市ふしみ学園分室 建築物１棟（１８０．５２㎡） 

（６）京都市伏見区桝形町４３５番地１（家屋番号４３５番１の２）、所在の木造セメントかわらぶき 

２階建て生活サポートセンター「らいと」、放課後等デイサービス「らいと」及びケアホームふしみ寮   

建築物１棟（２０４．５４㎡） 

   （７）京都市南区上鳥羽高畑町２９番、３０番、所在の洛南障害者デイサービスセンター「あすなろ」敷地 

（４６２．７６㎡） 

（８）京都市南区上鳥羽高畑町２９番、３０番（家屋番号２９番）、所在の鉄骨造ガルバリウム鋼板ぶき 

２階建て洛南障害者デイサービスセンター「あすなろ」 建築物１棟（４７７．８７㎡） 

３ 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第 27条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続をとらな 
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ければならない。 

 

（基本財産の処分）  

第19条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を

得て、京都市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、京都市長の

承認は必要としない。一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合二 

独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備の

ための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対す

る融資をいう。以下同じ）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する

場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

（資産の管理） 

第 20条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

券に換えて、保管する。 

３ 前項の規程にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、

株式に換えて保管することができる。 

 

（特別会計） 

第 21条 この法人は、特別会計を設けることができる。 

 

（予 算） 

第 22 条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の３分の２

以上の同意を得なければならない。 

（決 算） 

第 23 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後２

ヶ月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。 

２ 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、法人の事務

所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関

係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければな

らない。 

３ 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合

には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 

 

（会計年度） 

第 24条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 
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第 25 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。 

 

（臨機の措置） 

第 26 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

るときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

 

第５章 公益を目的とする事業 

（種 別） 

第 27条 この法人は、社会福祉法第 26条の規定により、次の事業を行う。 

（１）レスパイトサービス事業 

（２）居宅介護従業者養成研修事業 

（３）京都市伏見社会福祉総合センター管理 

（４）京都市山科合同福祉センター管理 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

 

（剰余金が出た場合の処分） 

第 28 条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業

又は公益事業に充てるものとする。 

 

 

第６章 解散及び合併 

（解 散） 

第 29条 この法人は、社会福祉法第 46条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由によ

り解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第 30条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、理事総数の３分

の２以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 

 

（合 併） 

第 31 条 合併しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、京都市長の認可を受

けなければならない。 

 

 

第７章 定款の変更 
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（定款の変更） 

第 32 条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、京都市長

の認可（社会福祉法第 43条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を

受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を京都市長

に届け出なければならない。 

 

 

第８章 公告の方法その他 

（公告の方法） 

第 33 条 この法人の公告は、社会福祉法人京都身体障害者福祉センターの掲示場に掲示するとと

もに、官報又は新聞に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第 34条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附 則  この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、

この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

   理事長          豊 田 慶 治 

   常務理事         蟹 江 廣 吉 

   理     事      福 富 敬 治 

       々         髙 山   弘 

       々         須 川 信 道 

       々         今 西 義 行 

       々         石 田 俊 治 

   監     事      安 田 行 雄 

       々         林   次 郎 

附 則 

１ この定款は昭和 59年４月１日から施行する。 

２ この定款は平成４年４月１日から改正施行する。 

３ この定款は平成５年４月１日から改正施行する。 

４ この定款は平成６年９月１日から改正施行する。 

５ この定款は平成７年 12月 13日から改正施行する。 

６ この定款は平成９年 11月 11日から改正施行する。 

７ この定款は平成 10年８月 28日から改正施行する。 

８ この定款は平成 11年４月１日から改正施行する。 

 

（評議員の任期の特例） 
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９ 平成 10年９月３日に選任された評議員の任期は、平成 12年５月 31日までとする。 

（施行期日） 

10 この定款は平成 12年４月１日から改正施行する。 

11 この定款は平成 12年 10月１日から改正施行する。 

12 この定款は平成 13年１月１日から改正施行する。 

13 この定款は平成 13年４月１日から改正施行する。 

14 この定款は平成 14年６月１日から改正施行する。 

15 この定款は平成 14年 10月１日から改正施行する。 

16 この定款は平成 15年４月１日から改正施行する。 

17 この定款は平成 15年６月１日から改正施行する。 

18 この定款は平成 15年 10月１日から改正施行する。 

19 この定款は平成 16年４月１日から改正施行する。 

20 この定款は平成 16年 12月１日から改正施行する 

21 この定款は平成 17年 10月１日から改正施行する。 

22 定款第９条の規程により理事会が定める事項は、次の事項とする。 

(１) 経理規程の一部改正について 

(２) 資産運用規則の一部改正について 

(３) 公印管理規程の一部改正について 

(４) 文書管理規則の一部改正について 

(５) 職員就業規則の一部改正について 

(６) 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について 

(７) 非常勤職員就業規則の一部改正について 

(８) 各施設運営規程の軽易な事項の一部改正について 

(９) 苦情解決要綱の一部改正について 

(１０)  個人情報管理規程の一部改正について 

(１１)  緊急を要する 500万円以下の予算専決処分について  

23 この定款は京都市長の認可の日（平成 18年 11月 29日）から改正施行する。 

24 この定款は京都市長の認可の日（平成 20年 2月 7日）から改正施行する。 

25 この定款は京都市長の認可の日（平成 23年 1月21日）から改正施行する。 

26 この定款は京都市長の認可の日（平成 23年 5月 9日）から改正施行する。 

27 この定款は京都市長の認可の日（平成 24年4月27日）から改正施行する。 

28 この定款は京都市長の認可の日（平成 24年11月22日）から改正施行する。 

29 この定款は京都市長の認可の日（平成 25年11月29日）から改正施行する。 

30 この定款は京都市長の認可の日（平成26年7月18日）から改正施行する。 

31 この定款は京都市長の認可の日（平成26 年9月 2日）から改正施行する。 

32 この定款は京都市長の認可の日（平成27 年3月 2日）から改正施行する。 

33 この定款は京都市長の認可の日（平成27 年5月25日）から改正施行する。 

34 この定款は京都市長の認可の日（平成28 年2月 3日）から改正施行する。 

35 この定款は京都市長の認可の日（平成28 年3月30日）から改正施行する。 
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社会福祉法人 京都身体障害者福祉センター  
役員等の報酬及び費用弁償規則 

（目 的） 
第１条 この規則は、社会福祉法人京都身体障害者福祉センターの理事、評議員及び監事（以下「役員

等」という。）の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。 
 
（報 酬） 
第２条 役員等が理事会、評議員会、その他これらに類する会議等に出席した場合は、下記の通り報酬

を支給する。ただし、法人及び京都市の職員は除く。 
 

       従 事 し た 時 間       １ 回 に つ き 
             ４時間未満              ５，０００円 
             ４時間以上             １０，０００円 

 
（費用弁償） 
第３条 役員等が会議等に出席した場合は、その都度出席に要する費用（宿泊費、交通費等）を旅費支

給規程に基づき支給する。ただし、法人及び京都市の職員は除く。 
 
  附 則 
１ この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 
２ 役員等の費用弁償規則及び役員報酬規則は、平成 17 年３月 31 日をもって廃止する。 
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